
「ソフトバンクBBサービス規約」新旧対照表
改訂前（ 2011年 9月 22日付） 改訂後（ 2011年 12月 1日付）

第３ ０ 条（ 契約期間および解除料）

１ ． Yahoo! BB ホワイト プランに関しては、
以下に定める期間を契約期間と して提供さ

れるものと します。 Yahoo! BB ホワイト プ
ランの契約期間は申込日によって異なり ま

す。

＜２ ０ ０ ９ 年３ 月１ １ 日以前に申し込みを

行った会員＞

(1)新規に Yahoo! BB ホワイト プランの申し
込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定める
契約成立日の属する月から起算して 24 ヵ
月後の月末までを契約期間とします。

(2)Yahoo! BB ホワイト プラン以外の本サ
ービスから Yahoo! BB ホワイト プラン(a)
にサービス変更をした場合は、当社がサービ

ス変更を承諾した日の 7 営業日後が属する
月の翌月から起算して 24 ヵ 月後の月末ま
でを契約期間と します。

(3)契約期間が経過する前に、 Yahoo! BB 
ホワイト プランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 5,250 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

＜２ ０ ０ ９ 年３ 月１ ２ 日以降に申し込みを

行った会員＞

(1)新規に Yahoo! BB ホワイト プランの申し
込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定める
契約成立日の属する月から起算して 24 ヵ
月後の月末までを契約期間とし、契約期間の

満了月までに解約の申し込みを行わなかっ

た場合は、更に 24 ヵ 月間を契約期間と して
自動更新されるものと します。

(2)Yahoo! BB ホワイト プラン以外の本サ
ービスから Yahoo! BB ホワイト プラン(a)
にサービス変更をした場合は、当社がサービ

第３ ０ 条（ 契約期間および解除料）

１ ． Yahoo! BB ホワイト プランに関しては、
以下に定める期間を契約期間と して提供さ

れるものと します。 Yahoo! BB ホワイト プ
ランの契約期間は申込日によって異なり ま

す。

＜２ ０ ０ ９ 年３ 月１ １ 日以前に申し込みを

行った会員＞

(1)新規に Yahoo! BB ホワイト プランの申し
込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定める
契約成立日の属する月から起算して 24 ヵ
月後の月末までを契約期間とします。

(2)Yahoo! BB ホワイト プラン以外の本サ
ービスから Yahoo! BB ホワイト プラン(a)
にサービス変更をした場合は、当社がサービ

ス変更を承諾した日の 7 営業日後が属する
月の翌月から起算して 24 ヵ 月後の月末ま
でを契約期間と します。

(3)契約期間が経過する前に、 Yahoo! BB 
ホワイト プランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 5,250 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

(4)当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。 ただし、「 BBTV 年割プラン」 の解
除料は上限金額の対象外となり ます。

＜２ ０ ０ ９ 年３ 月１ ２ 日以降に申し込みを

行った会員＞

(1)新規に Yahoo! BB ホワイト プランの申し
込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定める
契約成立日の属する月から起算して 24 ヵ
月後の月末までを契約期間とし、契約期間の

満了月までに解約の申し込みを行わなかっ



ス変更を承諾した日の 7 営業日後が属する
月の翌月から起算して 24 ヵ 月後の月末ま
でを契約期間と し、契約期間の満了月までに

解約の申し込みを行わなかった場合は、更に

24 ヵ 月間を契約と して自動更新されるもの
と します。

(3)契約期間の満了月以外の月に、Yahoo! BB 
ホワイト プランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 9,975 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

２ ． Yahoo! BB ホワイト プランからその他
の当社が提供するサービスにサービス変更

をした場合は、当社がサービス変更を承諾し

た日の 7 営業日後が属する月の翌月１ 日を
もって Yahoo! BB ホワイト プランの契約が
解除されるものと します。

３ ．第２ ３ 条の２ に定める利用休止期間中は

契約期間に含まれず、契約期間の満了月は利

用休止月数に応じて 1 ヵ 月単位で延長する
も のと し ます。 また、 会員が月の途中で

Yahoo! BB ホワイト プランの利用を再開し
た場合、当該月は契約期間に含まれないもの

と します。

た場合は、更に 24 ヵ 月間を契約期間と して
自動更新されるものと します。

(2)Yahoo! BB ホワイト プラン以外の本サ
ービスから Yahoo! BB ホワイト プラン(a)
にサービス変更をした場合は、当社がサービ

ス変更を承諾した日の 7 営業日後が属する
月の翌月から起算して 24 ヵ 月後の月末ま
でを契約期間と し、契約期間の満了月までに

解約の申し込みを行わなかった場合は、更に

24 ヵ 月間を契約と して自動更新されるもの
と します。

(3)契約期間の満了月以外の月に、Yahoo! BB 
ホワイト プランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 9,975 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

(4)当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。 ただし、「 BBTV 年割プラン」 の解
除料は上限金額の対象外となり ます。

２ ． Yahoo! BB ホワイト プランからその他
の当社が提供するサービスにサービス変更

をした場合は、当社がサービス変更を承諾し

た日の 7 営業日後が属する月の翌月１ 日を
もって Yahoo! BB ホワイト プランの契約が
解除されるものと します。

３ ．第２ ３ 条の２ に定める利用休止期間中は

契約期間に含まれず、契約期間の満了月は利

用休止月数に応じて 1 ヵ 月単位で延長する
も のと し ます。 また、 会員が月の途中で

Yahoo! BB ホワイト プランの利用を再開し
た場合、当該月は契約期間に含まれないもの

と します。



第３ ５ 条（ 契約期間および解除料）

１ ． Yahoo! BB バリ ュープランに関しては、
以下に定める期間を契約期間と して提供さ

れるものとします。

(1)新規に Yahoo! BB バリ ュープランの申
し込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定め
る契約成立日の属する月から 起算して 24 
ヵ 月後の月末までを契約期間と し、契約期間

の満了月までに解約の申し込みを行わなか

った場合は、更に 24 ヵ 月間を契約期間とし
て自動更新されるものと します。

(2)Yahoo! BB バリ ュープラン以外の本サー
ビスから Yahoo! BB バリ ュープランにサー
ビス変更をした場合は、当社がサービス変更

を承諾した日の 7 営業日後が属する月の翌
月から起算して 24 ヵ 月後の月末までを契
約期間と し、契約期間の満了月までに解約の

申し込みを行わなかった場合は、更に 24 ヵ
月間を契約と して自動更新されるものと し

ます。

(3)契約期間の満了月以外の月に、Yahoo! BB 
バリ ュープランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 9,975 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

２ ． Yahoo! BB バリ ュープランからその他
の当社が提供するサービスにサービス変更

をした場合は、当社がサービス変更を承諾し

た日の 7 営業日後が属する月の翌月１ 日を
もって Yahoo! BB バリ ュープランの契約が
解除されるものと します。

３ ．第２ ３ 条の２ に定める利用休止期間中は

契約期間に含まれず、契約期間の満了月は利

用休止月数に応じて 1 ヵ 月単位で延長する
も のと し ます。 また、 会員が月の途中で

Yahoo! BB バリ ュープランの利用を再開し
た場合、当該月は契約期間に含まれないもの

第３ ５ 条（ 契約期間および解除料）

１ ． Yahoo! BB バリ ュープランに関しては、
以下に定める期間を契約期間と して提供さ

れるものとします。

(1)新規に Yahoo! BB バリ ュープランの申
し込みをした場合は、 第７ 条第 1 項に定め
る契約成立日の属する月から 起算して 24 
ヵ 月後の月末までを契約期間と し、契約期間

の満了月までに解約の申し込みを行わなか

った場合は、更に 24 ヵ 月間を契約期間とし
て自動更新されるものと します。

(2)Yahoo! BB バリ ュープラン以外の本サー
ビスから Yahoo! BB バリ ュープランにサー
ビス変更をした場合は、当社がサービス変更

を承諾した日の 7 営業日後が属する月の翌
月から起算して 24 ヵ 月後の月末までを契
約期間と し、契約期間の満了月までに解約の

申し込みを行わなかった場合は、更に 24 ヵ
月間を契約と して自動更新されるものと し

ます。

(3)契約期間の満了月以外の月に、Yahoo! BB 
バリ ュープランの利用契約を解約した場合、

会員は解除料 9,975 円を一括して当社が定
める期日までに支払う ものとします。

(4)当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。 ただし、「 BBTV 年割プラン」 の解
除料は上限金額の対象外となり ます。

２ ． Yahoo! BB バリ ュープランからその他
の当社が提供するサービスにサービス変更

をした場合は、当社がサービス変更を承諾し

た日の 7 営業日後が属する月の翌月１ 日を
もって Yahoo! BB バリ ュープランの契約が
解除されるものと します。

３ ．第２ ３ 条の２ に定める利用休止期間中は



と します。 契約期間に含まれず、契約期間の満了月は利

用休止月数に応じて 1 ヵ 月単位で延長する
も のと し ます。 また、 会員が月の途中で

Yahoo! BB バリ ュープランの利用を再開し
た場合、当該月は契約期間に含まれないもの

と します。

「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表
改訂前（ 2011年 10月 3日付） 改訂後（ 2011年 12月 1日付）

第 12条（ 最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24 ヵ 月後の
月末までを最低利用期間と して提供される

ものと します。

2.会員によるサービスの解約、または当社に
よるサービス契約の解除により 、前項の最低

利用期間が経過する前に利用契約が終了し

た場合、 会員は解除料と して 5,250 円を一
括して当社が定める期日までに支払う もの

と します。ただし、最低利用期間の最終月に

解約した場合、解除料は免除するものと しま

す。

第 12条（ 最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第 1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24 ヵ 月後の
月末までを最低利用期間と して提供される

ものと します。

2.会員によるサービスの解約、または当社に
よるサービス契約の解除により 、前項の最低

利用期間が経過する前に利用契約が終了し

た場合、 会員は解除料と して 5,250 円を一
括して当社が定める期日までに支払う もの

と します。ただし、最低利用期間の最終月に

解約した場合、解除料は免除するものと しま

す。

3.当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表
改訂前（ 2011年 10月 3日付） 改訂後（ 2011年 12月 1日付）



第 12条（ 最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24 ヵ 月後の
月末までを最低利用期間と して提供される

ものと します。

2.会員によるサービスの解約、または当社に
よるサービス契約の解除により 、前項の最低

利用期間が経過する前に利用契約が終了し

た場合、 会員は解除料と して 5,250 円を一
括して当社が定める期日までに支払う もの

と します。ただし、最低利用期間の最終月に

解約した場合、解除料は免除するものと しま

す。

第 12条（ 最低利用期間および解除料）
1.本サービスは、第 5条第1項に定める契約
成立日の属する月から起算して 24 ヵ 月後の
月末までを最低利用期間と して提供される

ものと します。

2.会員によるサービスの解約、または当社に
よるサービス契約の解除により 、前項の最低

利用期間が経過する前に利用契約が終了し

た場合、 会員は解除料と して 5,250 円を一
括して当社が定める期日までに支払う もの

と します。ただし、最低利用期間の最終月に

解約した場合、解除料は免除するものと しま

す。

3.当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。

「無線LAN地デジパックサービス利用規約」新旧対照表
改訂前（ 2011年 10月 3日付） 改訂後（ 2011年 12月 1日付）

第７ 条（ 解除料）

本サービスは、第４ 条第３ 項に定める課金開

始日の属する月から起算して、 24 ヵ 月後の
月末までを契約期間と し、契約期間の満了月

までに解約の申し込みを行わなかった場合

は、 更に 24  ヵ 月間を契約期間と して自動
更新されるものと します。なお、契約期間の

満了月以外に本サービスの利用契約を終了

した場合、会員は当社に解除料と して 5,250
円を支払う ものと します。

第７ 条（ 解除料）

1.本サービスは、第４ 条第３ 項に定める課金
開始日の属する月から起算して、 24 ヵ 月後
の月末までを契約期間と し、契約期間の満了

月までに解約の申し込みを行わなかった場

合は、 更に 24  ヵ 月間を契約期間と して自
動更新されるものとします。なお、契約期間

の満了月以外に本サービスの利用契約を終

了した場合、 会員は当社に解除料と し て

5,250円を支払う ものと します。
2.当社が提供する各サービスの解除料が同
月内に重複して発生する場合、 10,500 円を
上限金額と して当社に対して支払う ものと

します。



「接続機器レンタル規約（Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコース
用）」新旧対照表

改訂前（ 2011年 5月 16日付） 改訂後（ 2011年 12月 1日付）
第２ 条（ 接続機器のレンタル）

２ ．以下の場合において、光BBユニッ ト の
レンタル契約の申し込みがなされたものと

します。

(1)光 BB ユニッ ト のレンタルの申し込みを
行った場合。

(2)BBフォンの申し込みを行った場合。
(3)無線LANカードのレンタルの申し込みを
行った場合。

(4)東日本電信電話株式会社（ 以下「 NTT東
日本」 といいます。） または西日本電信電話

株式会社（ 以下「 NTT西日本」 といいます。）
の提供するひかり 電話サービスが利用可能

と なる機能（ 以下「 ひかり 電話機能」 といい

ます。） の申し込みを行った場合。

なお、無線LANカードのみのレンタル、BB
フォンの単独での申し込み、ひかり 電話機能

単独での申し込みはできず、光BBユニッ ト
のレンタルも必要になるものと します。

第２ 条（ 接続機器のレンタル）

２ ．以下の場合において、光BBユニッ ト の
レンタル契約の申し込みがなされたものと

します。

(1)光 BB ユニッ ト のレンタルの申し込みを
行った場合。

(2)BBフォンの申し込みを行った場合。
(3)無線LANカードのレンタルの申し込みを
行った場合。

(4)東日本電信電話株式会社（ 以下「 NTT東
日本」 といいます。） または西日本電信電話

株式会社（ 以下「 NTT西日本」 といいます。）
の提供するひかり 電話サービスが利用可能

と なる機能（ 以下「 ひかり 電話機能」 といい

ます。） の申し込みを行った場合。

(5)無線LAN地デジパックサービスの申し込
みを行なった場合。

なお、無線LANカードのみのレンタル、BB
フォンの単独での申し込み、ひかり 電話機能

単独での申し込み、無線LAN地デジパック
サービス単独での申し込みはできず、光BB
ユニッ ト のレンタルも必要になるものと し

ます。

第３ 条 （ 接続機器のレンタル契約の成立及

び終了）

５ ．（i）会員が会員たる地位を喪失した場合、
（ ii） 事由の如何を問わず、 Yahoo! BB 光
with フレッツサービス、 Yahoo! BB 光 フ
レッツコースサービス、接続機器のレンタル

契約が終了した場合、または（ iii）Yahoo! BB 
光 with フレッツサービス、 Yahoo! BB 光
フレッツコースサービス、接続機器のレンタ

第３ 条 （ 接続機器のレンタル契約の成立及

び終了）

５ ．（i）会員が会員たる地位を喪失した場合、
（ ii） 事由の如何を問わず、 Yahoo! BB 光
with フレッツサービス、 Yahoo! BB 光 フ
レッツコースサービス、接続機器のレンタル

契約が終了した場合、または（ iii）Yahoo! BB 
光 with フレッツサービス、 Yahoo! BB 光
フレッツコースサービス、接続機器のレンタ



ル契約が成立しなかった場合には、本規約に

基づく 接続機器のレンタル契約は上記事由

が発生した日の属する月の末日をもって当

然に終了するものとします。但し、 BBフォ
ンもし く は BB コミ ュニケーターの利用契
約、ひかり 電話機能の利用契約、または無線

LAN カードのレンタル契約のみを解約した
場合は、本規約に基づく光BBユニッ ト のレ
ンタル契約は終了しないものと します。

ル契約が成立しなかった場合には、本規約に

基づく 接続機器のレンタル契約は上記事由

が発生した日の属する月の末日をもって当

然に終了するものとします。但し、 BBフォ
ンもし く は BB コミ ュニケーターの利用契
約、ひかり電話機能の利用契約、無線 LAN
カードのレンタル契約、 または無線LAN地
デジパッ クサービス利用契約のみを解約し

た場合は、本規約に基づく光BBユニッ ト の
レンタル契約は終了しないものと します。

第１ ０ 条（ 接続機器のレンタル契約終了等に

伴う 返還）

１ ．本規約に基づく接続機器のレンタル契約

が終了した場合、ソフト バンク BB光サービ
スの利用契約が継続する場合であっても 、会

員は、接続機器を当社に返還するものと しま

す。ただし、接続機器のう ち、無線機能内蔵

型の光 BB ユニッ ト のレンタルを受けてい
る会員が、無線LANカードのレンタル契約
のみを解約し、無線LAN機能内蔵型の光BB
ユニッ ト のレンタル契約を継続する場合や

ひかり 電話機能を利用している会員が、ひか

り 電話機能の利用契約のみを解約し、光BB
ユニッ ト のレンタル契約を継続する場合は

この限り ではあり ません。なお、接続機器の

返還先住所については別途当社が定めるも

のと し、この場合返還に要する費用は会員の

負担と します。また、かかる返還が完了する

までの間に接続機器に故障等が発生した場

合、当該接続機器の修理交換料金等は会員の

負担と します。

第１ ０ 条（ 接続機器のレンタル契約終了等に

伴う 返還）

１ ．本規約に基づく接続機器のレンタル契約

が終了した場合、ソフト バンク BB光サービ
スの利用契約が継続する場合であっても 、会

員は、接続機器を当社に返還するものと しま

す。ただし、接続機器のう ち、無線機能内蔵

型の光 BB ユニッ ト のレンタルを受けてい
る会員が、無線LANカードのレンタル契約
のみを解約し、無線LAN機能内蔵型の光BB
ユニッ ト のレンタル契約を継続する場合や

ひかり 電話機能を利用している会員が、ひか

り 電話機能の利用契約のみを解約し、光BB
ユニッ ト のレンタル契約を継続する場合、ま

たは無線LAN地デジパックサービスを利用
している会員が、無線LAN地デジパックサ
ービス利用契約のみを解約し、光BBユニッ
ト のレンタル契約を継続する場合はこの限

り ではあり ません。なお、接続機器の返還先

住所については別途当社が定めるものと し、

この場合返還に要する費用は会員の負担と

します。また、かかる返還が完了するまでの

間に接続機器に故障等が発生した場合、当該

接続機器の修理交換料金等は会員の負担と

します。



「公衆無線LAN利用規約」新旧対照表
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第２ １ 条（ 無線Ｌ ＡＮパックセッ ト 値引きに

関する特約）

１ ．当社は、会員が、本サービスの利用契約

の対象と なるサービス会員回線において当

社の定める「 接続機器レンタル規約」 に基づ

き提供する無線Ｌ ＡＮカードのレンタル契

約の申し込みを行った場合、本サービスの月

額利用料金を値引きします。

２ ．前項に定める値引きは、次の各号の定め

に従い適用するものと します。

（ １ ）無線LAN カードのレンタル契約申込
日が本サービスの課金開始日より も早い場

合、 本サービスの課金開始月から適用。

（ ２ ） 本サービスの課金開始日が無線 LAN 
カードのレンタル契約申込日より も早い場

合は、無線LANカードのレンタル契約申込
日の属する月から適用。

３ ．前２ 項の値引きは、会員が無線LAN カ
ードのレンタル契約の申し込みを取り消し、

または事由の如何を問わず無線LANカード
のレンタル契約が終了した場合は、当該取り

消し月または契約終了月をもって終了しま

す。

第２ １ 条（ 無線Ｌ ＡＮパック／無線Ｌ ＡＮ地

デジパックセッ ト 値引きに関する特約）

１ ．当社は、会員が、本サービスの利用契約

の対象と なるサービス会員回線において当

社の定める「 接続機器レンタル規約／接続機

器レンタル規約（ Yahoo! BB 光 with フレ
ッツ /Yahoo! BB 光 フレッツコース用）」 に
基づき提供する無線Ｌ ＡＮカードのレンタ

ル契約の申し込みを行った場合、または「 無

線Ｌ ＡＮ地デジパックサービス利用規約」に

基づき提供する無線Ｌ ＡＮ地デジパッ クサ

ービスの利用契約の申し込みを行なった場

合、本サービスの月額利用料金を値引きしま

す。

２ ．前項に定める値引きは、次の各号の定め

に従い適用するものと します。

（ １ ） 無線LANカードのレンタル契約、 ま
たは無線Ｌ ＡＮ地デジパッ クサービスの利

用契約の申込日が本サービスの課金開始日

より も早い場合、本サービスの課金開始月か

ら適用。

（ ２ ） 本サービスの課金開始日が無線 LAN
カードのレンタル契約、または無線Ｌ ＡＮ地

デジパッ クサービスの利用契約の申込日よ

り も早い場合は、無線LANカードのレンタ
ル契約、または無線Ｌ ＡＮ地デジパックサー

ビスの利用契約の申込日の属する月から適

用。

３ ． 前２ 項の値引きは、会員が無線LANカ
ードのレンタル契約、または無線Ｌ ＡＮ地デ

ジパッ クサービスの利用契約の申し込みを

取り 消し、 または事由の如何を問わず無線

LAN カードのレンタル契約、 または無線Ｌ



ＡＮ地デジパッ クサービスの利用契約が終

了した場合は、当該取り消し月または契約終

了月をもって終了します。


